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令 和 ３ 年 ６ 月 1 4 日 （ 月 曜 日 ）
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地方自治法第121条による出席者
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開 会◎

これより令和３年６月定例会○中野一則議長

を開会いたします。

本日の会議を開きます。

会議録署名議員指名◎

会議録署名議員に、徳重忠夫○中野一則議長

議員、田口雄二議員を指名いたします。

議会運営委員長審査結果報告◎

まず、会期の決定について議○中野一則議長

題といたします。

本定例会の会期日程に係る議会運営委員長の

審査結果報告を求めます。議会運営委員会、右

松隆央委員長。

〔登壇〕 御報告いたします。○右松隆央議員

去る６月４日の議会運営委員会において、本

日招集されました令和３年６月定例会の会期日

程等について協議いたしました。

本定例会に提案されます知事提出議案は合

計20件、その内訳は、補正予算３件、条例９

件、予算・条例以外７件、報告承認１件であり

ます。このほか９件の報告があります。

これらの提出議案の内容等を踏まえ、当委員

会において審査した結果、会期は、本日から６

月30日までの17日間とすることに決定いたしま

した。会議日程は、お手元に配付されておりま

す日程表のとおりであります。

本定例会は、６月17日から５日間の日程で一

般質問を行います。一般質問終了後、議案・請

願について、所管常任委員会への付託を行いま

す。６月24日及び25日の２日間で各常任委員会

を開催し、６月30日、最終日の本会議で、付託

された議案・請願の審査結果報告及び採決を行

います。

なお、議員から提出される議案の取扱い及び

特別委員会については、日程表に記載のとおり

であります。

議員各位におかれましては、円滑な議会運営

に特段の御協力をいただきますよう、よろしく

お願いいたします。

以上で当委員会の報告を終わります。（拍

手）〔降壇〕

議会運営委員長の報告は終わ○中野一則議長

りました。

質疑の通告はありません。

会期決定◎

会期についてお諮りいたしま○中野一則議長

す。

本定例会の会期は、ただいまの議会運営委員

長の報告のとおり、本日から６月30日までの17

日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○中野一則議長

ように決定いたしました。

本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。〔巻末参照〕

議案第１号から第19号まで及び◎

報告第１号上程

次に、お手元に配付のとお○中野一則議長

り、知事から、議案第１号から第19号まで及び

報告第１号の各号議案の送付を受けましたの

で、これらを一括上程いたします｡〔巻末参照〕

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の説○中野一則議長

明を求めます。

令和３年６月14日(月)
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令和３年６月14日(月)

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。

令和３年６月県議会定例会の開会に当たり、

ただいま提案いたしました議案の御説明に先立

ち、２点御報告を申し上げます。

１点目は、本県の新型コロナウイルス感染症

対策についてであります。県議会の皆様におか

れましては、本県の新型コロナウイルス感染症

対策につきまして格別の御理解をいただき、厚

く御礼を申し上げます。

６月１日、県全体の警報レベルについて、県

独自の「緊急事態宣言（レベル４）」から「感

染拡大緊急警報（レベル３）」へ移行しまし

た。これは、５月下旬以降、県内の感染が鎮静

化しつつあり、医療提供体制への負荷も改善さ

れる見込みとなったことなどを踏まえ、専門家

や市町村長の御意見も伺った上で判断したもの

であります。

また、県内７圏域のうち、唯一、「感染急増

圏域（赤圏域）」の指定を継続していた都城・

北諸県圏域につきましても、感染が落ち着きつ

つあることを踏まえ、６月４日から「感染警戒

区域（オレンジ区域）」に変更するとともに、

飲食店等への営業時間短縮要請について、当初

の見込みより１週間前倒しとなる６月３日まで

で終了しました。

県民の皆様、県内事業者の皆様の御理解と御

協力により、本県は、全国に比べても速いス

ピードで第４波の鎮静化を図ることができつつ

あるものと考えております。県議会をはじめと

する県民の皆様に、心より感謝を申し上げま

す。

しかしながら、全国的にも感染者数が減少傾

向にあるものの、依然として10都道府県で国の

緊急事態宣言が継続されるなど、都市部を中心

に感染が高止まりしているとともに、より感染

力が強いとされている新たな変異株「デルタ

株」の影響にも強い警戒が必要です。

なお、６月20日までを目途に発令しておりま

す「感染拡大緊急警報」の取扱いにつきまして

は、県内及び全国の感染状況等を見極めなが

ら、今後、具体的な方針をお示ししてまいりま

す。

今般の第４波への対応に当たりましては、本

県における第３波の検証を踏まえ、従来よりも

早め早めに強い対策を打ち出してまいりまし

た。私は、この１年半余りの経験から、感染症

対策の要諦は、「早く・強く・短く」対策を講

じることであると考えております。今後とも、

県内はもとより全国の感染状況も十分に踏まえ

ながら、県民の命と健康を守るため、迅速かつ

的確に必要な対策を実施してまいります。

次に、県内におけるワクチン接種の状況につ

いてであります。

医療従事者に対する接種は、６月末の完了に

向けて順調に進んでおり、高齢者に対する接種

につきましても、１回目の接種率が６月６日の

時点で33.6％と、全国と比べて速いペースで進

んでおります。

県では、早期かつ円滑にワクチン接種を進め

るため、市町村の行う個別接種や集団接種にお

ける医療従事者の確保等を支援するとともに、

集団接種会場で従事いただく医師、看護師等の

公募を実施しました。この公募には、合計782名

の医療従事者の方々から応募いただき、心より

感謝を申し上げます。

また、県による広域集団接種につきまして

は、現在、西諸県地域及び西都・児湯地域にお

ける実施に向けて鋭意準備を進めているところ

であります。市町村や医療従事者の御尽力に加
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令和３年６月14日(月)

え、こうした県の取組により、高齢者向けのワ

クチン接種につきましては、７月末に完了する

見通しとなりました。

さらに、ワクチン接種の副反応に対する県民

の不安や疑問に適切に対応するため、今月１日

から24時間体制で相談対応できるよう体制を強

化しております。

県としましては、引き続き、必要な取組を着

実に進めながら、第４波の早期の収束を図り、

地域経済や県民生活の回復に向けて、しっかり

と取り組んでまいります。

２点目は、「第35回国民文化祭・みやざ

き2020、第20回全国障害者芸術・文化祭みやざ

き大会」についてであります。

国文祭・芸文祭につきましては、来る７月３

日から10月17日の107日間にわたり、「山の幸

海の幸 いざ神話の源流へ」をキャッチフレー

ズに、県内全ての市町村でプログラムを実施し

ます。

７月３日の開会式には、天皇陛下にオンライ

ンで御臨席賜るという旨、宮内庁において決定

いただきましたので、御報告申し上げます。陛

下に御臨席賜りますことは、長引くコロナ禍の

困難な状況において、県民にとって大きな励み

になるものと考えており、県民を代表して心よ

り感謝申し上げます。

いよいよ開幕まで３週間となりました。開会

式をはじめとする大会プログラムの安全・安心

な実施に向けて、市町村及び関係団体と緊密に

連携し、感染対策を含め、しっかりと準備を進

めてまいります。本県の文化と芸術の魅力を全

国に発信する大会とするべく、引き続き、県議

会の皆様の御協力、御支援のほどよろしくお願

い申し上げます。

それでは、議案の概要について御説明申し上

げます。

初めに、補正予算案についてであります。

補正額は、一般会計について、補正予算第６

号及び第７号を合わせまして、100億7,731

万2,000円であります。この結果、一般会計の歳

入歳出予算規模は6,479億9,145万8,000円となり

ます。今回の補正予算による一般会計の歳入財

源は、分担金及び負担金１億8,204万2,000円、

国庫支出金89億1,622万2,000円、繰入金１

億3,540万8,000円、諸収入4,894万円、県債７

億9,470万円であります。主な歳入財源である国

庫支出金89億円余のうち50億円余は、地方創生

臨時交付金を活用しております。

以下、今回の補正予算の考え方及び予算案に

計上しております事業の概要について、御説明

申し上げます。

今回の補正予算につきましては、本県におけ

る第４波の経験を踏まえ、当初予算、５月補正

予算等に加えて、感染症対策のさらなる強化と

総合的な経済対策を講ずるべく、コロナ対策と

して、１、感染症に強い社会づくり、２、県民

のくらしと雇用を守る対策、３、地域経済の再

生に向けた対策、４、本県の新たな成長につな

げる取組の４つの柱で事業を構築しておりま

す。

第１に、「感染症に強い社会づくり」の強化

であります。

まず、「安全・安心な飲食店づくりへの支

援」として、飲食店の認証制度の創設や、衛生

対策に必要な資機材の設置等の支援を行うこと

により、飲食の場面において感染防止を図る

「みやざきモデル」の取組を強化し、本県の飲

食文化を守るための取組を進めます。

次に、県内の救急・周産期・小児医療を担う

医療機関の院内感染対策に係る設備等の整備を
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支援するとともに、保健所及び福祉こどもセン

ターにおける感染症対策の強化として、トイレ

の洋式化や手洗いの自動水栓化など衛生環境の

改善に取り組みます。

次に、県内の高齢者へのワクチン接種を早期

に完了させるため、個別接種の回数増加や病院

における接種体制の強化に取り組みます。

第２に、「県民のくらしと雇用を守る対策」

であります。

まず、「県民のくらしを支える対策」とし

て、新型コロナの影響による休業や失業等を理

由に生活資金が必要となる世帯に対する生活福

祉資金の貸付原資を確保するとともに、アル

コールや薬物など各種依存症の克服に向けて活

動しておられる県内の自助グループを支援しま

す。

次に、「地域の公共交通を守る対策」とし

て、通院・通学など県民生活に欠かせない移動

手段である地域間バス路線など、地域の実情に

応じた公共交通ネットワークの維持を図るた

め、市町村と連携した事業者支援に取り組みま

す。

次に、「地域の雇用を守る対策」として、国

の雇用調整助成金等を活用しながら雇用維持を

図る県内の事業者を支援するとともに、新型コ

ロナの影響による離職者等を採用する事業者へ

の支援に取り組みます。

第３に、「地域経済の再生に向けた対策」で

あります。

まず、「地産地消・応援消費の輪を広げる取

組」として、県産の農畜水産物の学校給食への

提供や消費拡大・販売対策の強化を通じ、地産

地消・応援消費を総合的に推進します。

また、「県民県内旅行（ジモ・ミヤ・タビ

キャンペーン）の推進」として、県民対象の宿

泊支援事業を後押しする地域クーポン発行によ

り、厳しい状況に置かれている観光・宿泊事業

者等を支援するとともに、昨年度に引き続き、

小・中・高等学校等における県内教育旅行の定

着・促進に取り組みます。

第４に、「本県の新たな成長につなげる取

組」であります。

まず、県内のものづくり企業等の技術力向上

や、新たなビジネスモデル構築に向けた支援な

どにより、県内の中小企業・小規模事業者の新

事業展開を支援します。

次に、「農林水産業の成長産業化の推進」と

して、農林水産業の経営力やグローバル競争力

の強化などによる基盤強化や輸出促進に向けた

取組を支援します。

次に、「教育のデジタル化」として、県立学

校等のＩＣＴ環境等のさらなる整備や、林業・

農業大学校等における教育環境の充実に取り組

みます。

このほか、コロナ対策以外として、国庫補助

事業の決定等に伴う事業を計上しております。

次に、予算以外の議案について御説明申し上

げます。

議案第３号「県税の課税免除等の特例に関す

る条例の一部を改正する条例」は、過疎地域の

持続的発展の支援に関する特別措置法が施行さ

れたこと等に伴い、県税の課税免除措置の拡充

・延長等を行うため、関係規定の改正を行うも

のであります。

議案第４号「国営西諸土地改良事業負担金徴

収条例を廃止する条例」は、市町からの負担金

の徴収が完了したことから、条例を廃止するも

のであります。

議案第５号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例」は、医薬品、医療機器等の
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品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

が改正されたこと等に伴い、関係する手数料の

新設等を行うものであります。

議案第６号「職員の特殊勤務手当に関する条

例の一部を改正する条例」は、新型コロナウイ

ルス感染症の法的位置づけが、「指定感染症」

から「新型インフルエンザ等感染症」に変更さ

れたことに伴い、関係規定の改正を行うもので

あります。

議案第７号、第８号及び第11号の「宮崎県中

山間ふるさと保全基金条例の一部を改正する条

例」外２条例は、過疎地域の持続的発展の支援

に関する特別措置法の施行に伴い、関係規定の

改正を行うものであります。

議案第９号「宮崎県犯罪被害者等支援条例」

は、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復また

は軽減及び生活の再建、並びに犯罪被害者等を

支える地域社会の形成を目的として、犯罪被害

者等の支援を総合的かつ計画的に推進するた

め、制定するものであります。

議案第10号「宮崎県救護施設、更生施設、医

療保護施設、授産施設及び宿所提供施設の設備

及び運営の基準に関する条例の一部を改正する

条例」は、関係する国の基準が改正されたこと

に伴い、関係規定の改正を行うものでありま

す。

議案第12号及び第13号は、新船建造工事の請

負契約の締結について、議案第14号から第17号

は、防災・安全社会資本整備交付金事業、道路

メンテナンス事業及び宮崎港整備事業に係る工

事の請負契約の変更について、議会の議決に付

すべき契約に関する条例の規定により、議会の

議決に付するものであります。

議案第18号「民事訴訟事件の和解及び損害賠

償の額の決定について」は、平成29年11月に県

立学校で発生した事故に係る民事訴訟事件の和

解及び損害賠償の額の決定について、地方自治

法の規定により、議会の議決に付するものであ

ります。

次に、報告第１号は、地方税法等の一部改正

により、自動車税種別割のグリーン化特例に係

る改正等が４月１日から施行されたこと等に伴

い、所要の改正を行うための宮崎県税条例及び

宮崎県税条例の一部を改正する条例の一部を改

正する条例の専決報告であり、早急に対応する

ため、専決処分を行ったものであります。

以上、今回提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。

県内においては、医療従事者及び高齢者の

方々に対するワクチン接種が着実に進みつつあ

ります。安全・安心かつ円滑なワクチン接種に

向けて、最前線で御尽力いただいている市町村

や医師会、看護協会をはじめとする関係者の皆

様に心から敬意を表します。

県としましても、接種を希望される全ての県

民の皆様へ、安全かつ早期にワクチンを接種し

ていただけるよう、着実に取り組んでまいりま

す。コロナ禍と言われる厳しい状況が続いてお

りますが、高い有効性を示すワクチンの接種が

進むことにより、収束に向けて、一つの小さな

光が見えつつあります。この小さな光を確実に

希望の光とするため、関係機関と連携し、ワク

チン接種を加速させるとともに、新型コロナウ

イルスの早期の収束と「ポストコロナ」の地域

づくりに向けて、今後とも全力で取り組んでま

いります。

県議会をはじめとする県民の皆様の一層の御

理解と御協力をお願い申し上げます。

以上であります。よろしく御審議のほどお願

いいたします。〔降壇〕

令和３年６月14日(月)
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知事の説明は終わりました。○中野一則議長

明日からの日程をお知らせいたします。

明日15日から16日までは、議案調査のため本

会議を休会いたします。

次の本会議は、17日午前10時から、一般質問

であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時20分散会

令和３年６月14日(月)
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